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(57)【要約】
【課題】プラスチックなどの有機材料で構成された基板
を用いた場合であっても、高い比誘電率を有し、閾値電
圧または動作電圧を低減することができるゲート絶縁膜
を備えた薄膜トランジスタおよびその製造方法を提供す
る。
【解決手段】本発明の実施形態による薄膜トランジスタ
１０は、半導体材料で形成される活性層６；活性層６に
結合するソース電極４；活性層６に結合し、活性層６を
通してソース電極４と導通可能なドレイン電極５；活性
層に結合し、有機高分子材料と無機化合物とが混合され
た層が複数層積層されて構成されるゲート絶縁膜３；並
びに、ゲート絶縁膜３に接し、このゲート絶縁膜３を介
して活性層６にチャネル領域を形成できるよう構成され
るゲート電極２；を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体材料で形成される活性層；
　前記活性層に結合するソース電極；
　前記活性層に結合し、前記活性層を通して前記ソース電極と導通可能なドレイン電極；
　前記活性層に結合し、有機高分子材料と無機化合物とが混合された層が複数層積層され
て構成されるゲート絶縁膜；および
　前記ゲート絶縁膜に接し、該ゲート絶縁膜を介して前記活性層にチャネル領域を形成で
きるよう構成されるゲート電極；
　を備える薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　前記ゲート絶縁膜を構成する積層された複数の層の各層の比誘電率が、前記活性層から
前記ゲート電極へ向かう方向に沿って傾斜的に増加または減少する、請求項１に記載の薄
膜トランジスタ。
【請求項３】
　前記ゲート絶縁膜を構成する複数の層の中で前記活性層または前記ゲート電極に最も近
い層が有機高分子材料を含まない無機化合物のみで構成される層である、請求項２に記載
の薄膜トランジスタ。
【請求項４】
　前記ゲート絶縁膜を構成する複数の層間の少なくとも一つの断面形状が、複数の三角形
状または円錐状の部分が並置された構成である、請求項１から３のいずれか一項に記載の
薄膜トランジスタ。
【請求項５】
　前記無機化合物が、金属酸化化合物、強誘電性化合物および希土類金属酸化化合物のう
ちの少なくとも一つの化合物である、請求項１から４のいずれか一項に記載の薄膜トラン
ジスタ。
【請求項６】
　前記ゲート絶縁膜の厚さが２μｍ以下である、請求項１から５のいずれか一項に記載の
薄膜トランジスタ。
【請求項７】
　前記ゲート絶縁膜が、表面自由エネルギーが５０ｍＪ／ｍ２以下となるコーティング薄
膜を介して前記活性層と結合する、請求項１から６のいずれか一項に記載の薄膜トランジ
スタ。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタを製造する方法であって、
　無機化合物の微粒子を用意するステップと、
　前記微粒子を溶媒に混入して分散液を作製するステップと、
　前記分散液を用いて前記無機化合物層を形成するステップと、
　前記第１の膜上に前記有機高分子材料層を形成するステップと、
を有する、前記ゲート絶縁膜を形成する工程を含む方法。
【請求項９】
　第１の方向に沿って延びる複数の信号線；
　前記第１の方向と交差する第２の方向に延びる複数の走査線；
　前記複数の信号線と前記複数の走査線との各交差点に隣接して配置され、ゲート電極が
前記走査線と接続し、ソース電極が前記信号線と接続する、請求項１から８のいずれか一
項に記載の薄膜トランジスタ；
　前記薄膜トランジスタのドレイン電極と結合する表示素子；および
　前記表示素子と結合し、前記ドレイン電極とともに前記表示素子へ電力を印加すること
ができるよう設けられた電極；
　を含む表示装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタに関し、特に、ゲート絶縁膜に高誘電率材料を用いた薄膜
トランジスタおよびその製造方法、並びに該薄膜トランジスタを用いた表示装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、たとえば携帯端末装置などの通信機器の普及に伴い、通信機器などに用いる表示
装置の小型化、軽量化への要望が高まっている。このような要望に応えるため、表示装置
の作製に用いられる基板として、たとえばプラスチックなどの有機材料を用いる試みがな
されている。
【０００３】
　また、基板として有機材料を用いる表示装置においては、その駆動素子として、可塑性
に優れる有機半導体材料を用いた薄膜トランジスタが注目されている。薄膜トランジスタ
の一例として、ペンタセンを半導体層に用いた薄膜トランジスタがある（たとえば、非特
許文献１を参照）。薄膜トランジスタの電気的特性は、従来の薄膜トランジスタのモデル
により解析することができる（たとえば、非特許文献２を参照）。
【非特許文献１】Y.　Y.　Lin　et　al.,　IEEE　Electron　Device　Letters,　Vol.　1
8,　606(1997).
【非特許文献２】S.　M.　Sze,　“Physics　of　Semiconductor　Devices”,　Wiley,　
New　York,　1981.
【非特許文献３】C.　D.　Dimitrakopoulos,　Science,　Vol.　283,　822(1999).
【非特許文献４】W.　Y.　Chou　et　al.,　Appl.　Phys.　Lett.,　89,　112　126　(20
06).
【特許文献１】特開平１０－２７０７１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の薄膜トランジスタ、特にシリコンなどの無機半導体の薄膜トランジスタにおいて
は、ゲート絶縁膜として、たとえばＳｉＯ２が一般的に用いられていた。しかし、ゲート
絶縁膜がＳｉＯ２で形成される薄膜トランジスタでは、ＳｉＯ２の比誘電率が低い（約３
．９）ため、閾値電圧または動作電圧が高くなってしまうという問題があった。この問題
を解決するためにゲート絶縁膜を薄くすると、トンネル電流によりトランジスタ特性が悪
化するという問題が生じる。また、ＳｉＯ２ゲート絶縁膜が薄い場合は、ＳｉＯ２絶縁膜
中の欠陥によるリーク電流が大きくなるという問題も生じる。特に、ＳｉＯ２膜をＣＶＤ
法やスパッタリング法で形成する場合は、成膜初期に欠陥が生じやすいため、薄いＳｉＯ

２ゲート絶縁膜では、リーク電流は大きな問題となる。
【０００５】
　一方、ＳｉＯ２に代わり、ＳｉＯ２の比誘電率よりも高い比誘電率を有する高誘電率材
料を薄膜トランジスタのゲート絶縁膜に使用することが試みられている。高誘電率材料を
ゲート絶縁膜として用いれば、静電容量を大きくすることができ、閾値電圧または動作電
圧を低減することができる。このような高誘電率材料には、チタン酸バリウム、ジルコニ
ウム酸チタン酸バリウムなどがある（たとえば、特許文献１、非特許文献３を参照）。
【０００６】
　しかし、上記の高誘電率材料は、主に、ゾルゲル法で形成され、最大で４００℃といっ
た熱処理が必要となる。そのため、ガラス転移温度が２００℃以下であるプラスチック基
板上に高誘電率材料でゲート絶縁膜を形成することは困難である。
【０００７】
　本発明は、上記の状況に鑑みてなされ、プラスチックなどの有機材料で構成された基板
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を用いた場合であっても、高い比誘電率を有し、閾値電圧または動作電圧を低減すること
ができるゲート絶縁膜を備えた薄膜トランジスタおよびその製造方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明の第１の態様は、半導体材料で形成される活性層；
前記活性層に結合するソース電極；前記活性層に結合し、前記活性層を通して前記ソース
電極と導通可能なドレイン電極；前記活性層に結合し、有機高分子材料と無機化合物とが
混合された層が複数層積層されて構成されるゲート絶縁膜；および前記ゲート絶縁膜に接
し、該ゲート絶縁膜を介して前記活性層にチャネル領域を形成できるよう構成されるゲー
ト電極；を備える薄膜トランジスタを提供する。
【０００９】
　本発明の第２の態様は、上記の薄膜トランジスタを製造する製造方法であって、無機化
合物の微粒子を用意するステップと、前記微粒子を溶媒に混入して分散液を作製するステ
ップと、前記分散液を用いて前記無機化合物層を形成するステップと、前記第１の膜上に
前記有機高分子材料層を形成するステップと、を有する製造方法を提供する。
【００１０】
　本発明の第３の態様は、第１の方向に沿って延びる複数の信号線；前記第１の方向と交
差する第２の方向に延びる複数の走査線；前記複数の信号線と前記複数の走査線との各交
差点に隣接して配置され、ゲート電極が前記走査線と接続し、ソース電極が前記信号線と
接続する、請求項１から８のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタ；前記薄膜トランジ
スタのドレイン電極と結合する表示素子；および前記表示素子と結合し、前記ドレイン電
極とともに前記表示素子へ電力を印加することができるよう設けられた電極；を含む表示
装置を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、プラスチックなどの有機材料で構成された基板を用いた場合であって
も、高い比誘電率を有し、閾値電圧または動作電圧を低減することができるゲート絶縁膜
を備えた薄膜トランジスタおよびその製造方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態を説明する。 
　添付の全図面中、同一または対応する部材または部品については、同一または対応する
参照符号を付し、重複する説明を省略する。また、図面は、部材もしくは部品間または種
々の層の厚さの間の相対比を示すことを目的とせず、したがって、具体的な厚さや寸法は
、以下の限定的でない実施形態に照らし、当業者により決定されるべきものである。
【００１３】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施形態による薄膜トランジスタの断面を模式的に示す図であ
る。図示のとおり、本発明の第１の実施形態による薄膜トランジスタ１０は、基板１と、
基板１上に形成されたゲート電極２と、基板１上にゲート電極２を覆うように形成された
ゲート絶縁膜３と、ゲート絶縁膜３の上面の一部からゲート絶縁膜３の側面に沿って基板
１上にまで延びるソース電極４およびドレイン電極５と、ソース電極４およびドレイン電
極５のそれぞれの一部とゲート絶縁膜３の上面とに接して形成された半導体活性層６とを
含む。
【００１４】
　ゲート電極２に印加するゲート電圧によって、ゲート絶縁膜３を介して半導体活性層６
に誘起されるチャネル領域が制御され、ソース電極４からチャネル領域を通してドレイン
電極５へ流れる電流が制御される。また、薄膜トランジスタ１０は、ゲート電圧のオンオ
フにより、チャネル領域を通してソース電極４とドレイン電極５との間を流れる電流のオ
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ンオフを制御するスイッチとして利用することができる。
【００１５】
　薄膜トランジスタ１０は、図１に示すとおり、いわゆるボトムコンタクト構造を有して
いる。ただし、本発明の第１の実施形態にかかる薄膜トランジスタは、これに限定されず
、トップコンタクト型であっても良いし、トップ・ボトムコンタクト型であっても良い。
さらに、本発明の第１の実施形態にかかる薄膜トランジスタは、基板上に、ソース電極／
ドレイン電極、半導体活性層、ゲート絶縁膜、およびゲート電極がこの順に形成されたト
ップゲート構造を有していても良い。
【００１６】
　基板１は、これらに限定されないが、たとえばポリカーボネイト樹脂、ポリエステル樹
脂、ポリアクリレート樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエ
ーテルスルフォン樹脂、エポキシ樹脂、ポリメチルメタクリレート樹脂、環状ポリオレフ
ィン樹脂、アモルファスポリオレフィン樹脂、アクリル系ＵＶ硬化樹脂などにより、形成
される。これらの材料により、基板１は高い柔軟性を有することができる。また、基板１
は、上記以外の樹脂で形成されるプラスチック基板、ガラス基板、石英基板、またはシリ
コン基板であっても良い。
【００１７】
　ゲート電極２、ソース電極４、およびドレイン電極５は、主に、金、白金、クロム、タ
ングステン、タンタル、ニッケル、銅、アルミニウム、銀、マグネシウム、カルシウムな
どの金属により形成されて良い。また、これらの金属の任意の組み合わせによる合金によ
り、これらの電極２、４、５を形成しても良い。さらに、リン（Ｐ）や砒素（Ａｓ）をド
ーピングした低抵抗ポリシリコンおよびアモルファスシリコン、並びにグラファイトによ
り、電極２、４、５を形成しても良い。さらにまた、酸化亜鉛、錫添加酸化インジウム（
ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）などにより、電極２、４、５を形成しても良
い。また、導電性高分子材料で電極２、４、５を形成しても良い。
【００１８】
　また、ゲート電極２、ソース電極４、およびドレイン電極５は、これらに限定されない
が、たとえば真空蒸着法、電子ビーム蒸着法、およびＲＦスパッタ法などの堆積法とリソ
グラフィ法との組み合わせにより、形成することができる。さらに、選択する材料によっ
ては印刷法により、これらの電極２、４、５を形成しても良い。
【００１９】
　半導体活性層６は、これらに限定されないが、たとえばペンタセン、アントラセン、テ
トラセン、ルブレン、フェナントレン、ピレン、クリセン、ペリレン、コロネン、オリゴ
フェニレン、オリゴチオフェン、ポリチオフェン、ポリアセチレン、ポリアニリン、ポリ
ピロール、ポリフェニレンビニレン、ポリ（２，５－チェニレンビニレン）、ポリ（３－
アルキルチオフェン）、ポリ（３－ヘキシルチオフェン）、フルオレン－チオフェンコポ
リマー、銅フタロシアン、または、これらのフッ素化物もしくは誘導体により形成して良
い。また、これらの２又は３以上を任意に組み合わせて、混合して、半導体活性層６を形
成しても良い。さらに、半導体活性層６は、上記の材料に限定されず、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｇａ
Ａｓ、ＧａＮ、ＧａＩｎＮ、ＺｎＯ、カーボンナノチューブなどの無機系半導体材料によ
り、形成されても良い。
【００２０】
　また、半導体活性層６は、上記の半導体材料のいずれか又は組み合わせを用いて、真空
蒸着法、化学気相堆積法、塗布法、または印刷法などにより、形成することができる。
【００２１】
　次に、本発明の第１の実施形態による薄膜トランジスタ１０におけるゲート絶縁膜３に
ついて、図２（ａ）～図２（ｄ）を参照しながら、詳細に説明する。なお、これらの図に
おいては、ゲート電極を含めた他の構成を省略する。
【００２２】
　＜ゲート絶縁膜３の第１の例＞
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　図２（ａ）は、ゲート絶縁膜３の第１の例の断面を示す。図示のとおり、このゲート絶
縁膜３は、第１の層３ａと、この第１の層３ａ上に形成された第２の層３ｂとを有してい
る。第１の層３ａおよび第２の層３ｂは、いずれも無機金属酸化化合物、強誘電性化合物
、および希土類金属酸化化合物のうちの少なくとも一つの化合物（以下、説明の便宜上、
無機化合物と総称する場合がある）と有機系高分子化合物の混合物により形成される。
【００２３】
　無機金属酸化化合物には、酸化アルミニウムＡｌ２Ｏ３、酸化ビスマスＢｉ２Ｏ３、酸
化セリウムＣｅＯ２、酸化銅ＣｕＯ、二酸化珪素ＳｉＯ２、酸化錫ＳｎＯ２、酸化チタン
ＴｉＯ２、酸化イットリウムＹ２Ｏ３、二酸化ジルコニウムＺｒＯ２、酸化亜鉛ＺｎＯ、
Ａｌ２ＴｉＯ５が含まれるが、これに制限されない。
【００２４】
　強誘電性化合物には、ＢＳＴ、Ｐｂ（ＺｒｘＴｉ１－ｘ）Ｏ３（ＰＺＴ）、Ｂｉ４Ｔｉ

３Ｏ１２、ＢａＭｇＦ４、ＳｒＢｉ２（Ｔａ１－ｘＮｂｘ）２Ｏ９、Ｂａ（Ｚｒ１－ｘＴ
ｉｘ）Ｏ３（ＢＺＴ）、ＢａＴｉＯ３、ＳｒＴｉＯ３、Ｂｉ４Ｔｉ３Ｏ１２、ＳｒＢｉ２

Ｔａ２Ｏ９、（ＢａｘＳｒ１－ｘ）ＴｉＯ３、ＢａＭｇＦ４、ＳｒＢｉ２（Ｔａ１－ｘＮ
ｂｘ）２Ｏ９、Ｂａ（Ｚｒ１－ｘＴｉｘ）Ｏ３が含まれるが、これに制限されない。
【００２５】
　希土類金属酸化化合物には、酸化ジスプロシウムＤｙ２Ｏ３、酸化エリビウムＥｒ２Ｏ

３、酸化ユウロピウムＥｕ２Ｏ３、酸化ガドリニウムＧｄ２Ｏ３、酸化ホルミウムＨｏ２

Ｏ３、酸化ランタンＬａ２Ｏ３、酸化ルテチウムＬｕ２Ｏ３、酸化ネオジウムＮｄ２Ｏ３

、酸化プラセオジムＰｒ６Ｏ１１、酸化スカンジウムＳｃ２Ｏ３、酸化サマリウムＳｍ２

Ｏ３、酸化テルビウムＴｂ４Ｏ７、酸化ツリウムＴｍ２Ｏ３、酸化イッテルビウムＹｂ２

Ｏ３、Ｓｂ２Ｏ３が含まれるが、これに制限されない。
【００２６】
　上述の有機系高分子化合物には、ポリエステル、ポリビニールアルコール、ポリビニー
ルブチラール、ポリアセタール、ポリアリレート、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリ
エーテルイミド、ポリフェニレンエーテル、ポリフェニレンスルファイド、ポリエーテル
スルフォン、ポリエーテルケトン、ポリフタルアミド、ポリエーテルニトリル、ポリベン
ズイミダゾール、ポリカルボジイミド、ポリシロキサン、ポリメチルメタクリレート、ポ
リメタクリルアミド、ニトリルゴム、アクリルゴム、ポリエチレンテトラフルオライド、
フィノール樹脂、メラミン樹脂、ウレア樹脂、ポリブテン、ポリペンテン、エチル－プロ
ピレン共重合体、エチレン－ブテン－ジエン共重合体、ポリプタジエン、ポリイソプレン
、エチレン－プロピレン－シエン共重合体、ポリブタジレン、ポリイソプレン、エチレン
－プロピレン－ジエン共重合体、ブチルゴム、ポリメチルペテン、スチレン－ブタジエン
共重合体、ポリメチルメタクリレート等のアクリル樹脂、ポリスチレン等のスチレン樹脂
、ポリビニールフェノール、カプトンに代表されるポリイミド樹脂、シアノエチル基を有
するシアノレジン、ポリカーボネイト樹脂、ポリエステル樹脂、ポリ酢酸ビニル、ポリウ
レタン樹脂、ポリスルフォン樹脂、エポシキ樹脂、フッ素樹脂、ポリシルセスキオキサン
、ポリシロキサン、可溶性ポリイミノド、シクロブタン型ポリイミド、ベンゾフェノン型
ポリイミド、ＢＰＤＡ／ＤＰＥポリイミド、アゾベンゼンを主鎖に含むポリイミド、長鎖
アルキル基を含むポリイミド、含フッ素ポリイミド、液晶性ポリイミド、シンナモイル基
、クマリン基、カルコン基、アゾ基のいずれか１つ以上の官能基を有する高分子材料、フ
ェニルマレイミド－スチレン骨格を有する高分子材料、ポリメタクリレート主鎖を有する
高分子材料、ポリビニルルシナメート樹脂、ポリパラキシリレン樹脂、ポリメチルメタク
リート樹脂、フッ素を含有する高分子材料、セルロース、エポキシアクリレート、ポリア
クリロニトリル、ジフェニルエーテルフェノール樹脂、ポリベンゾオキサゾール、ポリベ
ンゾイミダゾール、などのポリマーおよびこれらを組み合わせた化合物を含むが、これに
制限はされない。特に、絶縁性に優れたもとのとして、ポリビニールフェノール、ポリア
クリルレート、ポリビニールアルコール、フッ素樹脂、シアノエチルプルラン、シアノエ
チルポリビニールアルコールの高分子材料およびそれらの共重合体が好適である。
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【００２７】
　再び図２（ａ）を参照する。第１の層３ａ中の無機化合物の含有量と第２の層３ｂ中の
無機化合物の含有量とが異なるようにゲート絶縁膜３を形成すると、無機化合物の含有量
がゲート絶縁膜３の厚さ方向に沿って全体として増加または減少するように変化し、その
結果、ゲート絶縁膜３の比誘電率もまた厚さ方向に沿って全体として増加または減少する
ように変化することとなる。すなわち、第１の層３ａと第２の層３ｂにおける無機化合物
の含有量を調整することにより、比誘電率の厚さ方向の分布や変化率をも調整することが
可能である。
【００２８】
　比誘電率を厚さ方向に変化させて比誘電率の高い部分を設けると、比誘電率の低い部分
への電界集中を緩和することができる。すなわち、第１の例のゲート絶縁膜３は、薄膜ト
ランジスタ１０の絶縁耐性を向上するという効果を有している。
【００２９】
　さらに、比誘電率を厚さ方向に変化させて比誘電率の傾斜構成とすることで、電気容量
の値を自在に制御できるために表示素子駆動に適合したトランジスタ電圧を提供すること
が可能となる。一般的には、高誘電率の薄膜層をゲート絶縁膜として設ける手法が考えら
れるが、薄膜層単体のみでは薄膜中のピンホールなどによりリーク電流が発生し絶縁膜と
して機能しない問題を持つ。本例では、比誘電率を厚さ方向に変化させる、言い換えれば
有機高分子材料中の無機化合物の含有量を変化させる構造とすることで、駆動電圧の自在
な制御ができ、かつリーク電流の発生の非常に少ないゲート絶縁膜を作製することが可能
となる。具体的には、多孔質状の無機化合物からなる薄膜を形成し、その薄膜上に有機高
分子材料をコーティングすることで無機化合物と有機高分子材料が混合し、第１のゲート
絶縁膜３ａを容易に作製できる。さらに、第１のゲート絶縁膜３ａ上に、多孔質形状が異
なる無機化合物の薄膜を更に形成し、この薄膜の上に有機高分子材料をコーティングして
形成される第２のゲート絶縁膜の積層構造とすることで、ピンホールなどの欠陥の無い構
造で、かつ比誘電率を厚さ方向に変化させた傾斜構成が容易に形成できる。本構造では、
ゲート絶縁膜を傾斜構成とすることで同一膜厚で電気容量を自在に制御できるとともに、
積層構造とすることでリーク電流の一層の低減を図ることができる有効な機能をもつ。
【００３０】
　なお、ゲート絶縁膜３（第２の層３ｂ）の上に、表面自由エネルギーが５０ｍＪ／ｍ２

以下となるコーティング薄膜を形成しても良い。このようなコーティング薄膜は、表面処
理層としての役割を担い、この上に形成される半導体活性層６のチャネル領域の成長を制
御することが可能となる。この理由について、薄膜上に半導体活性層を成長させる場合、
その薄膜の表面自由エネルギーによって、半導体活性層の成長形態が異なることが報告さ
れている（非特許文献４）。ペンタセン半導体材料のような直線上分子の場合には、低い
表面自由エネルギーのコーティング薄膜上ではグレインの均一な成長が生じるため、コー
ティング薄膜－半導体層間の界面でのキャリアのトラップ準位となる欠陥が少ない薄膜成
長が可能となり、トランジスタ性能が改善される。具体的には、このコーティング薄膜は
、ＣＨ３やＣＦ３末端を有する自己組織化単分子膜であり、特にＯＴＳ（オクタデシルト
リクロロシランＣＨ３（ＣＨ２）１７ＳｉＣｌ３）やＨＭＤＳ（ヘキサメチルジシラザン
（ＣＨ３）３ＳｉＮＨ（ＣＨ３）３）が好適である。ＯＴＳの表面自由エネルギーは約２
８ｍＪ／ｍ２であり、ＨＭＤＳの表面自由エネルギーは約４４ｍＪ／ｍ２である。また、
このコーティング薄膜は、ポリスチレン、パリレン、またはフッ素樹脂などにより、形成
しても良い。上記のいずれのコーティング薄膜によっても、酸化物からなるゲート絶縁膜
上に形成される水酸基（-ＯＨ）成分を低減することが可能となり、キャリアのトラップ
準位の低減が図れるため、トランジスタ性能が大幅に改善される。
【００３１】
　＜ゲート絶縁膜３の第２の例＞
　図２（ｂ）は、ゲート絶縁膜３の第２の例の断面を示す。図示のとおり、このゲート絶
縁膜３は、第１の層３ａと、この第１の層３ａ上に形成された第２の層３ｂと、第２の層
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３ｂ上に形成された第３の層３ｃと、を含む。第１の層３ａおよび第２の層３ｂは、上述
の第１の例におけるものと同様である。第３の層３ｃは、先に列記した有機系高分子化合
物のいずれか又は任意の組み合わせにより形成して良い。これにより、ゲート絶縁膜の比
誘電率の厚さ方向の変化の割合はより大きくなる。ただし、第３の層３ｃを第１の層３ａ
および第２の層３ｂと同様に無機化合物と有機系高分子化合物とを含んで形成しても良い
。
【００３２】
　第２の例のゲート絶縁膜３においても、無機化合物の含有量がゲート絶縁膜３の厚さ方
向に沿って変化し、その結果、ゲート絶縁膜３の比誘電率もまた厚さ方向に沿って変化す
るため、第１の例のゲート絶縁膜３と同じ効果を奏する。
【００３３】
　なお、第３の層３ｃの上に先述のコーティング薄膜を形成しても良い。
【００３４】
　＜ゲート絶縁膜３の第３の例＞
　図２（ｃ）は、ゲート絶縁膜３の第３の例の断面を示す。図示のとおり、このゲート絶
縁膜３は、第１の部分３ｄと第２の部分３ｅとを有している。第１の部分３ｄは、複数の
三角形状の部分が並置されて構成される断面形状（鋸歯状形状）を有している。詳細には
、第１の部分３ｄは、ピラミッド形状をした複数の部分が２次元的に並置されて構成され
ていて良く、また、三角柱状または円錐状をした部分が一の側面を下にして複数並置され
て構成されても良い。一方、第２の部分３ｅは、第１の部分３ｄを埋め込むように形成さ
れ、その表面は平坦になっている。本例では、第１の部分３ｄと第２の部分３ｅとの間の
接触面積が増大しているため、平面による接触と比べて緻密に形成でき、信頼性を向上で
きる。
【００３５】
　本例の第１の部分３ｄは無機化合物により形成されている。すなわち、先に列記した無
機金属酸化化合物、強誘電性化合物、および希土類金属酸化化合物のうちの少なくとも一
つの化合物により形成されて良い。また、本例の第２の部分３ｅは、先に列記した有機系
高分子化合物のいずれか又は任意の組み合わせにより形成されている。
【００３６】
　第３の例のゲート絶縁膜３においては、その断面形状からわかるように、無機化合物が
ゲート絶縁膜３に占める割合が、ゲート絶縁膜３の厚さ方向に沿って連続的または漸近的
に変化している。このため、ゲート絶縁膜３の比誘電率もまた厚さ方向に沿って連続的ま
たは漸近的に変化しているが、位置によって周期的に変化するため、２次元的に平均した
値が代表的な変化となる。したがって、第３の例のゲート絶縁膜３もまた第１の例のゲー
ト絶縁膜３と同じ効果を奏する。
【００３７】
　なお、第２の部分３ｅの上に先述のコーティング薄膜を形成しても良い。
【００３８】
　＜ゲート絶縁膜３の第４の例＞
　図２（ｄ）は、ゲート絶縁膜３の第４の例の断面を示す。図２（ｃ）と対比すると明ら
かなように、第４の例のゲート絶縁膜３において、第３の例のゲート絶縁膜３と比べて、
第１の部分３ｄが厚く形成されている。その他の点は、第３の例のゲート絶縁膜３と同様
である。このため、鋸歯状形状部分において、ゲート絶縁膜３の比誘電率が厚さ方向に沿
って連続的に変化している。したがって、第４の例のゲート絶縁膜３もまた第１の例のゲ
ート絶縁膜３と同じ効果を奏する。
【００３９】
　なお、第２の部分３ｅの上に先述のコーティング薄膜を形成しても良いことも、第３の
例と同様である。
【００４０】
　また、上記の第１～第４の例として示したゲート絶縁膜の膜厚は、薄膜トランジスタ１
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０の動作電圧、絶縁耐圧、静電容量の観点から、２μｍ以下、好ましくは５００ｎｍ以下
、より好ましくは２５０ｎｍ以下が望ましい。
【００４１】
　以下、実施例を参照しながら、本発明の第１の実施形態による薄膜トランジスタ１０を
、製造方法と併せ、詳細に説明する。
【実施例１】
【００４２】
　ゲート絶縁膜３が第１の層３ａと第２の層３ｂとから構成される（図２（ａ））薄膜ト
ランジスタ１０を説明する。
【００４３】
　（１－１）ゲート電極の形成
　まず、ガラス基板を用意し、このガラス基板（基板１）の上にゲート電極２を形成した
（図３（ａ））。具体的には、このゲート電極２は、ガラス基板上に真空蒸着法によりア
ルミニウム層を形成し、フォトリソグラフィおよびエッチングにより、このアルミニウム
層をパターニングして形成した。
【００４４】
　なお、ゲート電極２は、リフトオフ法により形成しても良いし、所定の開口部形状を有
するマスクを用いた真空蒸着法によってアルミニウム層をガラス基板上に堆積することに
より形成しても構わない。
【００４５】
　（１－２）ゲート絶縁膜の形成
　（Ａ）上記のゲート電極２と露出したガラス基板との上に、ゲート絶縁膜３の第１の層
３ａを形成した。具体的には、まず、強誘電性化合物であるチタン酸バリウムＢａＴｉＯ

３（比誘電率１５００）の微粒子（直径約２０ｎｍ以下、ＴＰＬ社製、ＮａｎＯｘｉｄｅ
　ＨＰＢ－１０００）を用意し、この微粒子をＳＤＳ界面活性剤を含むメチルアルコール
溶媒に混入した。その後、超音波ホモジナイザーを用いて、チタン酸バリウム微粒子を含
んだメチルアルコール溶液（ＳＤＳ界面活性剤を含む）から、均一分散液を作製した。な
お、この均一分散液中のチタン酸バリウム微粒子の重量比が約５ｗｔ％となるよう調整し
た。
【００４６】
　次いで、ゲート電極２が形成されたガラス基板１をスピンコータに設置し、当該ガラス
基板１上に上記の分散液を所定量滴下し、このガラス基板１を約５０００ｒｐｍの回転速
度で約６０秒間回転することにより、チタン酸バリウムと溶媒等を含む膜を形成した。そ
の後、この膜が形成されたガラス基板１を真空オーブン中で約１００℃の温度で約３０分
間ベーキングして、チタン酸バリウムを含む強誘電性化合物層を得た。なお、電子顕微鏡
を用いた観察から、この強誘電性化合物層は多孔質状であることが分かった。
【００４７】
　続けて、シアノエチレンポリビニールアルコール（信越化学製、シアノレジンＣＲ－Ｖ
）と熱架橋剤ＰＭＦＭ（Ａｌｄｒｉｃｈ製、Poly　(melamine　-　co　-　formaldehyde)
　methylated）とを４：１の重量比でＤＭＦ溶媒中に溶解させ、シアノエチレンポリビニ
ールアルコール溶液を作製した。次に、この溶液を上記の強誘電性化合物層上にディップ
コートし、空気中で約８０℃の温度で約３０分プリベーキングし、さらに、真空オーブン
中で１５０℃の温度で約４時間ベーキングして、シアノエチルポリビニールアルコールを
含む有機高分子材料層を得た。このようなベーキング処理により、３次元的な熱架橋反応
が促進され、緻密な絶縁膜が得られる。以上の手順により、第１の層３ａが形成された。
第１の層３ａの厚さは約８０ｎｍであった。
【００４８】
　なお、第１の層３ａを電子顕微鏡で観察したところ、多孔質状の強誘電性化合物層の空
隙が有機化合物により埋められていることが分かった。
【００４９】
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　（Ｂ）次に、第１の層３ａの上に第２の層３ｂを形成した。第２の層３ｂの形成手順は
、均一分散液中のチタン酸バリウム微粒子の重量比を約２ｗｔ％と変更した点を除き、第
１の層３ａの形成手順と同じである。すなわち、形成した第２の層３ｂは、チタン酸バリ
ウムとシアノエチルポリビニールアルコールを含んでいる。また、第２の層３ｂの厚さは
約５０ｎｍであった。第２の層３ｂの厚さが第１の層３ａの厚さ（８０ｎｍ）より薄いの
は、均一分散液中のチタン酸バリウム微粒子の重量比が低い（チタン酸バリウム密度が疎
な）ためである。
【００５０】
　続いて、第１の層３ａおよび第２の層３ｂが所定の形状を有するようにパターニングす
ることにより、ゲート絶縁膜３が形成された（図３（ｂ））。
【００５１】
　なお、上述の第１の層３ａと第２の層３ｂとをそれぞれ個別に形成し、その上にアルミ
ニウム電極を蒸着して電気的評価を評価したところ、図４に示す結果が得られた。この結
果から、薄膜トランジスタ１０のゲート絶縁膜３として極めて良好な比誘電率および絶縁
耐圧が得られたことが分かる。これは、分散液を利用して多孔質状の強誘電性化合物層を
形成しているため、ゲート絶縁膜３中の強誘電性化合物の含有量を増大することができる
ことによると考えられる。また、本実施例においては、第２の層３ｂの比誘電率は、その
下に形成されている第１の層３ａの比誘電率よりも低いため（図４参照）、ゲート絶縁膜
３の比誘電率は、ゲート電極２から半導体活性層６へ向かう方向に沿って低くなっている
。ただし、これとは逆に、ゲート絶縁膜３の比誘電率がゲート電極２から半導体活性層６
へ向かう方向に沿って高くなる他の実施例も考えられる。
【００５２】
　（１－３）ソース電極およびドレイン電極の形成
　次いで、ゲート絶縁膜３とガラス基板１の上に真空蒸着法によって金を堆積し、フォト
リソグラフィおよびエッチングにより、ソース電極４およびドレイン電極５を形成した（
図３（ｃ））。これらの電極４、５の厚さは、約５０ｎｍであった。
【００５３】
　なお、ソース電極４およびドレイン電極５は、ゲート絶縁膜３とガラス基板１の上に所
定のパターンを有するフォトレジスト層を形成し、その上から真空蒸着法により金を堆積
し、リフトオフ法によって形成しても良い。
【００５４】
　（１－４）半導体活性層の形成
　ソース電極４およびドレイン電極５の形成後、真空蒸着法により、ペンタセンからなる
半導体活性層６を形成した。真空蒸着法において、ペンタセンの堆積速度を約０．０３～
０．０４ｎｍ／秒とし、膜厚が約５０ｎｍとなるよう堆積時間を調整した。また、真空蒸
着の際には、所定の形状の開口部を有するマスクを用いて、半導体活性層６を所定の形状
に形成した（図３（ｄ））。
【００５５】
　以上の手順により、薄膜トランジスタ１０が得られた。以下、説明の便宜上、この薄膜
トランジスタ１０をトランジスタ１０１と称す。
【実施例２】
【００５６】
　実施例２の薄膜トランジスタ１０は、実施例１のトランジスタ１０１に比べ、ゲート絶
縁膜の材料が相違し、他の構成は同一である。
【００５７】
　（２－１）ゲート電極の形成
　まず、ガラス基板１上にゲート電極２を形成する。この形成方法は、上述の「（１－１
）ゲート電極の形成」で説明したとおりである。
【００５８】
　（２－２）ゲート絶縁膜の形成
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　（Ａ）次に、上記のゲート電極２と露出したガラス基板との上に、ゲート絶縁膜３の第
１の層３ａを形成した。具体的には、まず、金属酸化化合物である酸化ジルコニウムＺｒ
Ｏ２（比誘電率２５）の微粒子（直径約２０ｎｍ以下、ＮａｎｏＴｅｋ社製）を用意し、
この微粒子を分散剤を含むジメチルアセトアミド溶媒に混入した。その後、超音波ホモジ
ナイザーを用いて、酸化ジルコニウム微粒子を含むメチルアセトアミド溶液（分散剤を含
む）から、均一分散液を作製した。なお、この均一分散液中の酸化ジルコニウムの重量比
は、約１０ｗｔ％であった。
【００５９】
　次いで、ゲート電極２が形成されたガラス基板１上に上記の分散液を所定量滴下し、こ
のガラス基板１を約６０００ｒｐｍの回転速度で約６０秒間回転することにより、酸化ジ
ルコニウムと溶媒等を含む膜を形成した。その後、この膜が形成されたガラス基板１を真
空オーブン中で約１００℃の温度で約３０分間ベーキングして、酸化ジルコニウムを含む
金属酸化化合物層を得た。
【００６０】
　続けて、ポリビニールフェノール（Ａｌｄｒｉｃｈ製、分子量２０，０００）と熱架橋
剤ＰＭＦＭ（Ａｌｄｒｉｃｈ製、Poly　(melamine　-　co　-　formaldehyde)methylated
）とを４：１の重量比でＰＧＭＥＡ（Propylene Glycol Methyl　Ether　Acetate、Ａｌ
ｄｒｉｃｈ製）溶媒中に溶解させ、ポリビニールフェノール溶液を作製した。次に、この
溶液を上記の金属酸化化合物層上にディップコートし、空気中で約８０℃の温度で約３０
分プリベーキングし、さらに、真空オーブン中で１８０℃の温度で約１時間ベーキングし
て、ポリビニールフェノールを含む有機化合物層を得た。これにより、第１の層３ａが形
成された。この第１の層３ａの厚さは、約９０ｎｍであった。
【００６１】
　（Ｂ）次に、均一分散液中の酸化ジルコニウム微粒子の重量比を約２ｗｔ％と変更し、
その他の条件を同じままとして、第１の層３ａの上に第２の層３ｂを形成した。第２の層
３ｂの厚さは、第１の層３ａ（約９０ｎｍ）よりも薄い約４０ｎｍであった。
【００６２】
　以上の手順により、ゲート絶縁膜３が形成された。
【００６３】
　なお、上述の第１の層３ａと第２の層３ｂとをそれぞれ個別に形成し、その上にアルミ
ニウム電極を蒸着して電気的評価を評価したところ、図４に示す結果が得られた。この結
果から、薄膜トランジスタ１０のゲート絶縁膜３として極めて良好な比誘電率および絶縁
耐圧が得られたことが分かる。
【００６４】
　続いて、実施例１で説明した（１－３）と（１―４）の手順を行って、薄膜トランジス
タ１０を得た。以下、説明の便宜上、この薄膜トランジスタ１０をトランジスタ１０２と
称す。
【実施例３】
【００６５】
　実施例３では、ゲート絶縁膜３が第１の部分３ｄと第２の部分３ｅとから構成される（
図２（ｃ））薄膜トランジスタ１０を説明する。
【００６６】
　（３－１）ゲート電極の形成
　まず、上述の「（１－１）ゲート電極の形成」で説明したように、ガラス基板１上にゲ
ート電極２を形成する。
【００６７】
　（３－２）ゲート絶縁膜の形成
　（Ａ）次に、上記のゲート電極２と露出したガラス基板との上に、ゲート絶縁膜３の第
１の層３ａを形成した。具体的には、まず、金属酸化化合物である酸化チタンＴｉＯ２の
微粒子（ルチル構造、比誘電率１００、微粒子直径１０ｎｍ、ＮａｎｏＴｅｋ製）を用意
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し、この微粒子を分散剤を含むイソプロピルアルコールＩＰＡ溶媒に混入した。その後、
超音波ホモジナイザーを用いて、酸化チタン微粒子を含んだメチルアルコール溶液（分散
剤を含む）から、均一分散液を作製した。なお、この均一分散液中の酸化チタン微粒子の
重量比を約５ｗｔ％となるよう調整した。
【００６８】
　次いで、ゲート電極２が形成されたガラス基板１上に上記の分散液を所定量滴下して分
散液の膜をスピンコートした。その後、スピンコートした膜に対して、三角形状の断面（
深さ１００ｎｍ、繰り返し周期１００ｎｍ）を有するスタンプを押圧し、このままの状態
で、真空オーブン中で１００℃で３０分間ベーキングを行った。室温にまで冷却した後、
スタンプを除去し、第１の部分３ｄ（酸化チタン膜）を得た。
【００６９】
　なお、予備実験から、このようなスタンプにより、図２（ｃ）または図２（ｄ）に示す
第１の部分３ｄと同じ断面形状が得られることが確認されている。
【００７０】
　（Ｂ）引き続き、第１の部分３ｄの上に、フッ素系樹脂（比誘電率は約２．１、旭硝子
製、Ｃｙｔｏｐ）液をスピンコートし、空気中にて、約５０℃で３０分間、約８０℃で３
０分間、続けて約１２０℃で２時間、ベーキングした。これにより、緻密かつ表面平坦性
に優れた絶縁膜（第２の部分３ｅ）を得た。本実施例のゲート絶縁膜３の厚さ（第１の部
分３ｄと第２の部分３ｅとの合計）は、約２００ｎｍであった。
【００７１】
　なお、本実施例のゲート絶縁膜３を別途形成し、その上にアルミニウム電極を蒸着して
電気的評価を評価したところ、図４に示す結果が得られた。この結果から、薄膜トランジ
スタ１０のゲート絶縁膜３として極めて良好な比誘電率および絶縁耐圧が得られたことが
分かる。
【００７２】
　続いて、実施例１で説明した（１－３）と（１―４）の手順を行って、薄膜トランジス
タ１０を得た。以下、説明の便宜上、実施例３の薄膜トランジスタ１０をトランジスタ１
０３と称す。
【実施例４】
【００７３】
　実施例４の薄膜トランジスタは、実施例２の薄膜トランジスタ１０（トランジスタ１０
２）におけるゲート絶縁膜３の上にフッ素樹脂薄膜が形成されている点で、実施例２の薄
膜トランジスタ１０と相違し、他の構成は同様である。このフッ素樹脂薄膜（厚さ約５ｎ
ｍ）は、ゲート絶縁膜３（第２の層３ｂ）の形成後に、ゲート絶縁膜３の上にフッ素系樹
脂（旭硝子製、Ｃｙｔｏｐ）液をディップコートすることにより形成した。その他の製造
手順は、実施例２で説明したとおりである。実施例４の薄膜トランジスタを、便宜上、ト
ランジスタ１０４と称す。
【実施例５】
【００７４】
　実施例５の薄膜トランジスタは、実施例２の薄膜トランジスタ１０（トランジスタ１０
２）におけるゲート絶縁膜３の上に自己組織化単分子膜（ＨＭＤＳ）が形成されている点
で、実施例２の薄膜トランジスタ１０と相違し、他の構成は同様である。この自己組織化
単分子膜は、ゲート絶縁膜３（第２の層３ｂ）の形成後に、ゲート絶縁膜３の上にＨＭＤ
Ｓをスピンコートすることにより形成した。その他の製造手順は、実施例２で説明したと
おりである。実施例５の薄膜トランジスタを、便宜上、トランジスタ１０５と称す。
【００７５】
　上述のトランジスタ１０１～１０５の電気的特性の一例を図５に示す。この図から分か
るとおり、トランジスタ１０１～１０５は、高いキャリア移動度を有している。また、ト
ランジスタ１０１～１０５は、約１２Ｖといった低い動作電圧で動作することが確認され
ており、優れた電気的特性を有していることが分かった。なお、図５から分かるように、
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トランジスタ１０４および１０５においては、トランジスタ１０１～１０３に比べて、キ
ャリア移動度が高くなる傾向が見られる。この結果から、トランジスタ１０４および１０
５が有するコーティング薄膜の効果が理解される。
【００７６】
　本発明の実施例にかかる薄膜トランジスタは、無機化合物と有機高分子材料とを含むゲ
ート絶縁膜を有しているため、実施例１～５において説明したように、そのゲート絶縁膜
を約１８０℃といった低温にて形成することができる。しかも、この薄膜トランジスタは
、実用上、優れた電気的特性を有している。したがって、本発明の実施例によれば、基板
にプラスチック基板を用いた場合でも、動作性能に優れた薄膜トランジスタを得ることが
できる。
【００７７】
　＜第２の実施形態＞
　図６は、本発明の第２の実施形態によるアクティブマトリックス構造体の模式的な上面
図である。図示のとおり、本実施形態のアクティブマトリックス構造体１００は、Ｘ方向
に延びる複数の走査線２４と、Ｙ方向に延びる複数の信号線２２と、複数の走査線と複数
の信号線との各交差点に隣接して配置される薄膜トランジスタ２６とを有している。この
薄膜トランジスタ２６は、本発明の第１の実施形態による薄膜トランジスタ（１０、１０
１～１０５）であって良い。また、薄膜トランジスタ２６のゲート電極２は走査線２４と
接続し、ソース電極４が信号線２２と接続している。
【００７８】
　また、本実施形態のアクティブマトリックス構造体１００は、信号線２２と走査線２４
とで囲まれる領域に画素電極２８を有している。画素電極２８は、薄膜トランジスタ２６
のドレイン電極５と電気的に接続している。また、画素電極２８は、信号線２２と走査線
２４とで囲まれる領域に配置されるエレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子の電極を兼ね
る。
【００７９】
　アクティブマトリックス構造体１００は、たとえば、以下のようにして製造することが
できる。
【００８０】
　まず、ガラスやプラスチックなどで形成された基板１（図７参照）の上に厚さが約５０
ｎｍのクロム膜をスパッタリング法により成膜し、フォトリソグラフィ法およびエッチン
グ法により、走査線２４と薄膜トランジスタ２６のゲート電極２とを形成する。基板の寸
法は、製造するアクティブマトリックス構造体１００に応じて適宜決定して良く、また、
走査線２４の間隔は、アクティブマトリックス構造体１００が適用される表示装置（後述
）の画素密度に応じて適宜決定して良い。
【００８１】
　次に、薄膜トランジスタ２６のゲート絶縁膜が形成される。このゲート絶縁膜は、第１
の実施形態として説明した薄膜トランジスタ１０のいずれかのゲート絶縁膜３であって良
く、典型的には、実施例２で説明した酸化ジルコニウムとポリビニールフェノールとを含
むゲート絶縁膜であって良い。また、その形成方法も、実施例２で説明したとおりであっ
て良い。ゲート絶縁膜を形成した後、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）により画素電極２８
が形成される。
【００８２】
　続いて、ソース電極４とドレイン電極５が形成される。具体的には、所定の開口部を有
するマスクを用いて、真空蒸着法またはスパッタリング法により、金膜または金／クロム
膜を形成することにより、ソース電極４とドレイン電極５を形成することができる。
【００８３】
　次に、上記のゲート絶縁膜上であってソース電極４とドレイン電極５と結合するように
、薄膜トランジスタ２６の活性層が形成される。具体的には、所定の開口部を有するマス
クを用いた真空蒸着法により、有機半導体であるペンタセンを堆積することにより、活性
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層を形成することができる。また、ペンタセンに替わり、ポリチオフェン等の高分子半導
体層をスピンコート法などの塗布法により形成し、フォトリソグラフィ法およびエッチン
グ法により活性層を形成しても良い。
【００８４】
　上述した活性層までの各要素が形成された基板１上にパリレンによるパッシベーション
膜３２（図７参照）を形成することにより、アクティブマトリックス構造体１００が完成
する。なお、パリレンに替わり、サイトップ（旭硝子製）などのフッ素樹脂によりパッシ
ベーション膜３２を形成しても良い。
【００８５】
　本発明の第２の実施形態によるアクティブマトリックス１００は、本発明の第１の実施
形態による薄膜トランジスタ（１０、１０１～１０５）と同じ薄膜トランジスタ２６を含
むため、低い動作電圧で動作することができるという利点を有している。
【００８６】
　＜第３の実施形態＞
　図７は、本発明の第３の実施形態による表示装置の断面図である。図示のとおり、この
表示装置２００は、第２の実施形態によるアクティブマトリックス構造体１００と、アク
ティブマトリックス構造体１００のパッシベーション膜３２の上方に設けられる表示素子
形成領域３３と、表示素子領域３３の上に形成される透明電極３４と、透明電極３４上に
設けられる上部基板３６と、を含む。上部基板３６は、典型的には、ガラス、およびポリ
エステル、ポリカーボネイト、ポリアリレート、ポリエーテルスルフォンなどのプラスチ
ックにより、形成して良い。
【００８７】
　表示素子領域３３には、ＥＬ素子、好ましくは有機ＥＬ素子が形成され、これにより、
本発明の第２の実施形態によるアクティブマトリックス構造体１００を利用したＥＬ表示
装置が得られる。このＥＬ素子は、アクティブマトリックス構造体１００の画素電極２８
に対応して設けられ、画素電極２８と透明電極３４とにより、電極の供給を受けて光を発
する。また、薄膜トランジスタ２６はドレイン電極５で画素電極２８と結合しており、薄
膜トランジスタ２６のオンオフ動作により、ＥＬ素子がスイッチングされる。したがって
、図６に示すようにマトリックス状に設けられた複数の薄膜トランジスタのうちの所定の
ものをオンとすることにより、このＥＬ表示装置により、所定の画像が表示される。
【００８８】
　また、表示素子領域３３に画素電極２８と透明電極３４と結合するように液晶素子を形
成することにより、本発明の第２の実施形態によるアクティブマトリックス構造体１００
を利用した液晶パネルを製造することもできる。
【００８９】
　さらに、表示素子領域３３に画素電極２８と透明電極３４と結合するように電気泳動素
子を形成することにより、本発明の第２の実施形態によるアクティブマトリックス構造体
１００を利用した電気泳動表示パネルを製造することも可能である。
【００９０】
　本発明の第３の実施形態による表示装置２００は、表示装置２００のアクティブマトリ
ックス１００が、本発明の第１の実施形態による薄膜トランジスタ（１０、１０１～１０
５）と同じ薄膜トランジスタ２６を含むため、低い動作電圧で動作することができる。ま
た、薄膜トランジスタ２６を始めとして、低いプロセス温度にて形成することができるた
め、柔軟性を有するプラスチック基板を使用すれば、柔軟性を有する表示装置を提供する
ことも可能となる。
【００９１】
　以上、幾つかの実施形態および実施例を参照しながら、本発明にかかる薄膜トランジス
タを詳細に説明したが、本発明は、上記の実施形態および実施例に限定されることなく、
種々に変形可能である。
【００９２】
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　本発明の実施形態にかかる薄膜トランジスタは、上述したように、アクティブマトリッ
クス構造体やこれを用いた表示素子に好適であるが、用途はこれらに限られない。たとえ
ば、本発明の実施形態にかかる薄膜トランジスタは、電子メモリ装置への適用も可能であ
る。特に、実施例１のトランジスタ１０１は、図５に示すとおり、大きなヒステリシスを
有するため、電子メモリ素子として有望である。
【００９３】
　実施例１～５において、ゲート絶縁膜を形成する際に、いくつかの無機化合物の微粒子
を用いることを説明したが、これらの実施例で説明した無機化合物に限ることなく、先に
列記した無機化合物のいずれか又はこれらの任意の組み合わせを利用できることは言うま
でもない。
【００９４】
　また、ゲート絶縁膜３の第１の例、並びに実施例１および２において、ゲート絶縁膜３
が２つの層から構成される場合を例示したが、これに限らず、３層以上であっても良い。
ゲート絶縁膜３を３層以上で構成し、各層における無機化合物の含有量を積層順に段階的
に変化させることにより、ゲート絶縁膜３内の比誘電率をその厚さ方向に沿ってより滑ら
かに変化させることが可能となり、また、より大きい範囲で比誘電率を変化させることが
可能となる。
【００９５】
　また、実施例１～５において、約２０ｎｍ（チタン酸バリウム）、約２０ｎｍ（酸化ジ
ルコニウム）、約１０ｎｍ（酸化チタン）といった直径を有する微粒子を例示したが、微
粒子の直径は、これらの値に限定されることはない。分散液中での均一な分散、ゲート絶
縁膜中の含有量の制御性、ゲート絶縁膜の薄膜化および均一性の観点から微粒子の直径は
１μｍ以下が好ましい。また、微粒子の直径が２００ｎｍ以下または５０ｎｍ以下である
とより好ましい。
【００９６】
　実施例１～５においては、スピンコート法やディップコート法を利用してゲート絶縁膜
３を形成したが、ゲート絶縁膜３は、これらに限らず、たとえば、キャスティング、ブレ
ードコーティング、ワイヤバーコーティング、スプレーコーティング、ロールコーティン
グなどのコーティング法、インクジェット印刷、スクリーン印刷、オフセット印刷、凸版
印刷などの印刷法、マイクロコンタクトプリンティングなどのソフトリソグラフィー法、
若しくはナノインプラント法、またはこれらの手法の２又は３以上を任意に組み合わせた
方法によって、形成しても良い。
【００９７】
　さらに、無機化合物により形成される第１の部分３ｄの形状は、無機化合物がゲート絶
縁膜中に占める割合がゲート絶縁膜の厚さ方向に沿って変化する形状である限りにおいて
、三角形状（断面）に限られず、たとえば正弦波形状であって良いし、複数のピラミッド
あるいは円錐が並置される形状であっても良い。
【００９８】
　また、上述のとおり、本発明の実施形態による薄膜トランジスタは、ボトムコンタクト
構造に限らず、他の構造を有することができる。特に、半導体活性層６の上にゲート絶縁
膜を形成する場合、上記のゲート絶縁膜３の第３の例における第１の部分３ｄを半導体活
性層６上に形成して良い。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明の第１の実施形態による薄膜トランジスタの断面を模式的に示す図である
。
【図２】図２（ａ）から図２（ｄ）は、本発明の第１の実施形態による薄膜トランジスタ
が有するゲート絶縁膜の断面を模式的に示す図である。
【図３】図３（ａ）から図３（ｄ）は、本発明の第１の実施形態による薄膜トランジスタ
の製造方法の一例を示す図である。
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【図４】本発明の第１の実施形態による薄膜トランジスタが有するゲート絶縁膜の電気的
特性の一例を示す表である。
【図５】本発明の第１の実施形態による薄膜トランジスタの電気的特性の一例を示す表で
ある。
【図６】本発明の第２の実施形態によるアクティブマトリクス構造体の概略上面図である
。
【図７】本発明の第３の実施形態による表示装置の概略断面図である。
【符号の説明】
【０１００】
　１　基板、２　ゲート電極、３　ゲート絶縁膜、４　ソース電極、５　ドレイン電極、
６　半導体活性層、１０　薄膜トランジスタ、２２　信号線、２４　走査線、２６　薄膜
トランジスタ、２８　画素電極、３２　パッシベーション膜、３４　透明電極、３６　上
部電極、１００　アクティブマトリックス構造体、２００　表示装置。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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